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年

金

介
護
保
険

税

国
民
年
金
保
険
料
の

免
除
制
度
が
あ
り
ま
す
！

所
得
が
少
な
い
な
ど
、
保
険
料

を
納
め
る
こ
と
が
経
済
的
に
困
難

な
場
合
に
は
、
本
人
の
申
請
手
続

に
よ
っ
て
保
険
料
の
納
付
を
免
除

又
は
猶
予
で
き
る
制
度
が
、
次
の

３
種
類
あ
り
ま
す
。

�

免
除
（
全
額
免
除
・
一
部
納

付
）
申
請

本
人
・
世
帯
主
・
配
偶
者
の
前

年
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
に

申
請
手
続
す
る
こ
と
に
よ
り
、
保

険
料
の
納
付
が
全
額
免
除
又
は
半

額
納
付
な
ど
の
一
部
納
付
と
な
り

ま
す
。

全
額
免
除
制
度

保
険
料
の
全
額
１
４
�１
０
０
円

（
平
成
１９
年
度
の
保
険
料
月
額
）

が
免
除

全
額
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、
保

険
料
を
全
額
納
付
し
た
と
き
と
比

べ
、
年
金
額
が
３
分
の
１
と
し
て

計
算
さ
れ
ま
す
。

一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度

保
険
料
の
一
部
を
納
付
、
残
り

の
保
険
料
を
免
除

一
部
納
付
は
３
種
類
で
す
。
そ

れ
ぞ
れ
の
納
付
額
（
平
成
１９
年
度

保
険
料
月
額
）
と
年
金
額
の
計
算

は
次
の
と
お
り
で
す
。

�

４
分
の
１
納
付

３
�５
３
０
円

↓
年
金
額
２
分
の
１

※

平
成
１８
年
７
月
か
ら
実
施

�

半
額
納
付

７
�０
５
０
円

↓
年
金
額
３
分
の
２

�

４
分
の
３
納
付

１
０
�５
８
０
円

↓
年
金
額
６
分
の
５

※

平
成
１８
年
７
月
か
ら
実
施

全
額
免
除
・
一
部
納
付
（
一
部

免
除
）
制
度
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所

得
の
基
準
が
あ
り
、
基
準
の
範
囲

内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。（
申

請
者
ご
本
人
の
ほ
か
、
配
偶
者
及

び
世
帯
主
の
方
も
所
得
基
準
の
範

囲
内
で
あ
る
こ
と
が
必
要
で
す
）

一
部
納
付
（
一
部
免
除
）
制
度

は
、
納
付
す
べ
き
一
部
の
保
険
料

を
納
付
さ
れ
な
い
場
合
、
そ
の
期

間
の
一
部
免
除
が
無
効
（
未
納
と

同
じ
）
と
な
る
た
め
ご
注
意
く
だ

さ
い
。

�

若
年
者
納
付
猶
予
申
請

３０
歳
未
満
の
方
で
、
本
人
・
配

偶
者
の
前
年
所
得
が
一
定
額
以
下

の
場
合
に
申
請
す
る
こ
と
に
よ
り
、

保
険
料
の
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

�

学
生
納
付
特
例
申
請

学
生
の
方
で
本
人
の
前
年
所
得

が
一
定
額
以
下
の
場
合
に
申
請
す

る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
の
納
付

が
猶
予
さ
れ
ま
す
。

保
険
料
を
未
納
の
ま
ま
放
置
す

る
と
、
将
来
の
老
齢
基
礎
年
金
を

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

た
り
、
い
ざ
と
い
う
時
の
障
害
基

礎
年
金
や
遺
族
基
礎
年
金
を
受
け

取
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
が
あ

り
ま
す
。
必
ず
保
険
料
を
納
め
る

か
、
納
め
る
こ
と
が
難
し
い
方
は

�
〜
�
の
申
請
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ

松
山
西
社
会
保
険
事
務
所

国
民
年
金
保
険
料
課

�
９
２
５
―
５
１
７
５

役
場
町
民
課
住
民
係

�
９
８
５
―
４
１
０
６

平
成
１９
年
度
介
護
保
険
料
の

納
期
の
お
知
ら
せ

介
護
保
険
料
を
普
通
徴
収
で
納

め
て
い
た
だ
く
皆
さ
ん
の
納
期
は

次
の
と
お
り
で
す
。

納期限
平成１９年７月３１日（火）

８月３１日（金）
１０月１日（月）
１０月３１日（水）
１１月３０日（金）
１２月２５日（火）

平成２０年１月３１日（木）
２月２９日（金）
３月３１日（月）

期別
１期
２期
３期
４期
５期
６期
７期
８期
９期

ま
た
、
年
度
途
中
に
、
支
払
方

法
が
普
通
徴
収
か
ら
特
別
徴
収
（
年

金
天
引
）
に
変
わ
る
方
も
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
。
詳
し
く
は
７
月
１３

日（
金
）以
降
に
各
戸
に
送
付
し
ま

す
『
平
成
１９
年
度
介
護
保
険
料
決

定
通
知
書
』
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

な
お
、
口
座
振
替
で
の
お
支
払

い
の
方
は
、
振
替
日
は
２５
日
で
す
。

た
だ
し
、
土
・
日
曜
日
、
祝
日
の

場
合
は
、
翌
営
業
日
と
な
り
ま
す
。

問
い
合
わ
せ

役
場
介
護
保
険
課
総
務
管
理
係

�
９
８
５
―
４
１
１
５

事
業
所
の
皆
様
へ

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の
ご
利
用
を

源
泉
所
得
税
の
納
付
や
徴
収
高

計
算
書
の
提
出
に
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
の

ご
利
用
を
お
勧
め
し
ま
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
を
利
用
す
る
と
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ
を

使
っ
て
オ
フ
ィ
ス
か
ら
源
泉
所
得

税
の
納
付
が
で
き
、
現
金
や
小
切

手
を
持
ち
歩
く
必
要
が
な
い
の
で

安
全
で
、
時
間
の
節
約
に
も
な
り

ま
す
。

特
に
、
源
泉
所
得
税
の
毎
月
納

付
の
よ
う
に
、
利
用
機
会
が
多
い

手
続
き
に
は
大
変
便
利
で
す
。

問
い
合
わ
せ

松
山
税
務
署

�
９
４
１
―
９
１
２
１

イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン

◆
年
金

◆
介
護
保
険

◆
税

◆
保
険
医
療

７月の納税
固定資産税 第２期
国民健康保険税 第１期・全期

口座振替日は

７月２５日（水）
※ ４月から農協の振替日が２７日から２５日へ変更になり
ました。

～ 税金で みんなの町が 進化する ～
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